
サワラ日本海西部　3. 漁業の管理

言語: Japanese

出版者: 水産研究・教育機構

公開日: 2025-04-02

キーワード: 

作成者: 三谷, 卓美, 岸田, 達, 若松, 宏樹

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2013998URL



 

 

32

3．漁業の管理 

概要 
管理施策の内容(3.1) 

 大型定置網漁業は府県知事の免許によって設定される定置漁業権を根拠とし、府県知事は

漁業権の設定、免許に際しては海区漁業調整委員会の意見を聴くことになっている。サワラ

は定置網漁業では評価対象各府県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画において、現

状の漁獲努力量を増加させることがないよう規定されてきた。改正漁業法下の資源管理方針

においても、特定水産資源の漁獲可能量による管理以外の手法として漁獲努力量による管理

を合わせて行うこととし、府県ごとに統数、もしくは操業日数の上限が設けられており、実

質当該魚種に係る努力量管理ともなっている。各府県の資源管理指針においても、自主的措

置として休漁が取り組まれてきた。以上のことからインプット・コントロールが導入されて

いる。評価対象海域で漁獲されるサワラ東シナ海系群の資源状態は良好であることからイン

プット・コントロールは適切に働いていると考えられる(3.1.1 5 点)。テクニカル・コント

ロールについてであるが、関係府県の資源管理指針では、小型魚保護のための目合いの拡大

等の漁具制限、漁獲物の体長制限、小型魚再放流が規定され、取り組まれている。ただし、

サワラに限った場合、各府県の取り組みがどの程度有効か評価の材料が乏しい(3.1.2 4 点)。

環境や生態系への漁具による影響については、評価対象の大型定置網は着底漁具ではないた

め、海底環境に与える影響は無視でき、ほかの生態系への直接影響も知られていない(3.1.4.1 

5 点)。生態系の保全修復活動については、漁業者の手により海浜清掃、森づくり、藻場保全

等が活発に実施されている(3.1.4.2 5 点)。 

執行の体制(3.2) 

 管轄範囲をみると、本系群全体では東シナ海における韓国、中国の漁獲量がはるかに多い

が生息域全体をカバーするサワラの国際的な資源管理体制はない。我が国に限ると、本系群

の資源管理は日本海・九州西広域漁業調整委員会が所掌しており生息域をカバーする管理体

制が確立している(3.2.1.1 2 点)。監視体制については、大型定置網は免許のない者は操業で

きず府県の取締当局が監視業務にあたっている。休漁等の措置については水揚げ港、市場で

の漁協職員や関係漁業者等による監視も十分可能である(3.2.1.2 5 点)。罰則・制裁について

であるが、定置網漁業に関する各府県漁業調整規則、海区漁業調整委員会等の指示違反等に

ついては漁業法により懲役や罰金または拘留や科料に処せられる。漁業に関する法令に違反

したときには、知事は漁業権の取り消しや行使の停止を命ずることができる(漁業法)。罰則

規定としては十分に有効と考えられる(3.2.1.3 5 点)。順応的管理の適用についてみると、定

置漁業権は 5 年ごとに更新されるが、免許更新の際には各府県の海区漁業調整委員会に内容
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が諮られる。各府県資源管理指針によって規定されている自主的な規制についても策定後 4

年を経た次の年度に計画の内容が資源管理協議会で評価・検証されることになっている。す

なわち、管理施策の結果を見て次の取り組みを決めるシステムが構築されている(3.2.2 4

点)。 

共同管理の取り組み(3.3) 

 資源利用者の特定については、定置網漁業は各府県知事からの免許により操業しており対

象の漁業者は明確に特定されている(3.3.1.1 5 点)。これらの漁業者はほとんどが各府県の定

置漁業協会に属し地元の漁業協同組合にも所属していることから、組織化がなされている

(3.3.1.2 5 点)。各府県定置漁業協会の上部組織である日本定置漁業協会は水産資源の管理の

強化等を指導する事業を有しており、対象 4 府県の定置漁業者で組織する日本海定置漁業連

絡協議会では隔年で日本海定置漁業振興大会を開催し漁業管理に関する大会決議、要望等を

取りまとめている。これらのことから漁業者組織が管理に強い影響力を有していると考えら

れる(3.3.1.3 5 点)。漁業者組織の経営や販売に関する活動として、各府県漁業協同組合、漁

業協同組合連合会は販売、購買、サワラのブランド化、加工など、個別の漁業者では実施が

困難な経営上の活動を行い水産資源の価値向上に務めている。さらに収益性改善の実証事業

(福井県漁連、石川県漁協)、抜本的構造改革事業(京都府漁連)を主導した。これらのことか

ら漁業者組織が全面的な活動を展開していると評価できる(3.3.1.4 5 点)。 

 各府県の資源管理指針に基づく自主的管理への取り組みとして漁協内、及び定置漁業協会

での会合参加が必要であり会議日数は年間 12 日を越えるのではないかと考えられる(3.3.2.1 

4 点)。公的管理への参画であるが、評価対象府県の海区漁業調整委員会には定置網漁業者や

漁業者が所属する漁業協同組合(連合会)役員が参画している。サワラ資源管理も扱う水産政

策審議会資源管理分科会には日本定置漁業協会役員が委員として、京都府定置漁業協会役員

が特別委員として出席している(3.3.2.2 5 点)。各府県の海区漁業調整委員会には学識経験者、

公益代表委員が参画しており、改正漁業法下では利害関係を有しない者も参加している。各

府県には漁業者に加え遊漁者、海洋性レクリエーション代表が参画する海面利用協議会が設

置されており、漁業と海洋性レクリエーションとの海面利用や海面における漁業と遊漁との

調整に関する事項の調査検討をしている。サワラ資源管理も扱う水産政策審議会資源管理分

科会には、委員として大学研究者が、特別委員として水産や港湾の海事産業で働く船員等で

組織する労働組合、水産物持続的利用のコンサルタント等からも参画している(3.3.2.3 5 点)。

意思決定についてみると、資源管理指針に従い作成された資源管理計画については、策定後

4 年を経過した次の年度に資源管理措置が適切か否か等につき外部有識者を交えた資源管理

協議会において評価し、目標や管理措置の内容等の見直しを図るとされている。無論、計画

の参画漁業者は結果の自己評価・検証は行うであろうし、資源管理・漁業経営安定対策のた
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めにも外部からの参画が必要であろうが、資源管理措置を講ずる漁業者及び関係団体が資源

管理協議会において評価・検証、目標や管理措置の内容の見直しに参画できておらず、

PDCA サイクルを回す本来の趣旨に沿っていないのではないかと危惧される。このため、特

定の関係者の機構において協議は十分に行われていないと評価される(3.3.2.4 2 点)。 

 

評価範囲 
①  評価対象漁業の特定 

 該当海域における 2018 年の県別・漁業種類別漁獲量の上位から順に累積で 75％を超える

までを対象とし、大型定置網(石川県、福井県、京都府、島根県)とした。 

② 評価対象都道府県の特定 

 大型定置網による漁獲量の多い石川県、福井県、京都府、島根県とする。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

 各都道府県における評価対象漁業について以下の情報を集約する。 

1) 漁業権、後述する各種管理施策の内容 

2) 監視体制や罰則、順応的管理の取り組み等の執行体制 

3) 関係者の特定や組織化、意思決定への参画など、共同管理の取り組み 

4) 関係者による生態系保全活動の内容 

 

④ 評価対象魚種に関する種苗放流事業の有無 

 当該海域では本種の大規模な種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 

 大型定置網による操業は、府県知事の免許によって設定される定置漁業権を根拠としてい

る。免許の存続期間は漁業法の規程により 5 年である。府県知事は、漁業権を設定する場合、

まず、海区漁場計画(漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期等)について海区漁業調整委

員会の意見を聴き、免許の内容を定めて公示を行う。公示後、漁業権設定希望者は府県知事

に申請をし、府県知事は海区漁業調整委員会の意見を聴き、適格性等を審査して免許を与え

ることとなっている。 

 サワラは特定水産資源(TAC 魚種)ではないが評価対象漁業種類の定置漁業では、従来から

各府県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画において、TAC 対象魚種の漁獲実績が前

年の漁獲実績程度となるように、現状の漁獲努力量を増加させることがないよう、免許統数

等を現状程度として、従来の操業規制と同様の規制に基づいて操業するとされてきた(石川

県 2018, 福井県 2020a, 京都府 2020, 島根県 2020)。また、改正漁業法下の資源管理方針におい

ても、TAC 対象魚種の漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量による管理を合

わせて行うこととし、この場合における漁獲努力量の上限として、定置漁業で石川県では免

許数を 63 統、福井県では 41 統、また京都府は府内漁業経営体の操業日数 289 日、島根県は

中型まき網漁業を除く TAC 対象魚種を漁獲する漁業 500 隻としており(石川県 2020a, 福井県 

2020b, 京都府 2021a, 島根県 2021a)、実質当該魚種に係る努力量管理ともなっている。各府県

の資源管理指針にも、自主的措置として休漁が記載されていることから(石川県 2014, 福井県 

2018, 京都府 2019, 島根県 2015)、インプット・コントロールは導入されている。 

 アウトプット・コントロールはなされていない。新たな資源管理の推進に向けたロードマ

ップにおいて、サワラは漁獲量の多い魚種で MSYベースの資源評価が実施される見込みの

もののうち「第 2 陣：利用可能なデータ種類の比較的少ないもの」に類別されている(水産

庁 2020a)。評価対象海域で漁獲される本系群の資源状態は、高位・横ばいと良好であること

から(田邉ほか 2020)、インプット・コントロールは適切に働いていると考え 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロールと

アウトプット・コントロール

のどちらも施策に含まれてお

らず、漁獲圧が目標を大きく

上回っている 

. インプット・コント

ロールもしくはアウ

トプット・コントロ

ールが導入されてい

る 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 

 関係府県の資源管理指針では、小型魚保護のための目合いの拡大等の漁具制限(京都府, 石

川県と島根県の一部)、漁獲物の体長制限、小型魚再放流が取り組まれている(石川県 2014, 
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福井県 2018, 京都府 2019, 島根県 2015)。京都府については 2008～2012 年に実施された京都

府海域定置網漁業包括的資源回復計画を実質的に継続している(京都府 2008)。ただし、サワ

ラに限った場合、各府県の取り組みがどの程度有効か評価の材料が乏しいため、4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コント

ロールの施策が全く

導入されていない 

. テクニカル・コント

ロールの施策が一部

導入されている 

. テクニカル・コント

ロール施策が十分に

導入されている 

 

3.1.3 種苗放流効果を高める措置 

 本系群では種苗放流は行われていないため評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高める措

置は取られていない 

. 放流効果を高める措置

が一部に取られている 

. 放流効果を高める措置

が十分に取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 

3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 

 評価対象の大型定置網は、漁具を固定する錨、土俵等は海底に接地するものの本体は海底

をひき回す漁具ではないため、海底環境に与える影響は無視でき、2.3.4(海底環境への影響)

でも 5 点としている。ほかの生態系への直接影響も知られていないため 5点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入され

ておらず、環境や生

態系への影響が発生

している 

一部に導入さ

れているが、

十分ではない 

. 相当程度、

施策が導入

されている 

評価対象とする漁法が生態系

に直接影響を与えていないと

考えられるか、十分かつ有効

な施策が導入されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 

 石川県漁業協同組合では省エネ型漁業、海浜清掃、漁民の森づくり、天然石けん普及(石

川県漁業協同組合 2020)、福井県では海浜清掃、藻場保全など(全国漁業協同組合連合会

2020a)、京都府漁業協同組合では海浜清掃、漁民の森づくり(京都府漁業協同組合 2013)、島

根県漁業協同組合では漁民の森づくりなど(JF しまね 2006)、活発な活動が実施されており、

5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全活

動が一部行われ

ている 

. 対象となる生態系が漁業活動の影響を受

けていないと考えられるか、生態系の保

全・再生活動が活発に行われている 
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3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 

3.2.1.1 管轄範囲 

 本系群の生息域は東シナ海、日本海であるが、系群全体では東シナ海における韓国、中国

の漁獲量がはるかに多いとされる(田邉ほか 2020)。日中、日韓の 2 国間では漁業協定が存在

するが(水産庁 2020b)、生息域全体をカバーするサワラの国際的な資源管理体制はない。我

が国に限定すると、都道府県の区域を越えて広域的に分布回遊し、かつ、それを漁獲する漁

業種類が大臣管理漁業と複数の知事管理漁業にまたがる場合、水産資源の管理に係る漁業調

整を行うために、国の常設機関として広域漁業調整委員会が設置されている(水産庁 2020c)。

本系群の場合はこの資源に該当し、日本海・九州西広域漁業調整委員会の所掌となる。現段

階では協議の対象とはなっていないが(水産庁 2020d)、これは資源状態が良好なためであろ

う。以上のとおり、国内では生息域をカバーする管理体制が確立しているが、本系群につい

ては生息域のカバーが十分とは考えられないため 2 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息域が

カバーされていない 

. 機能は不十分であるが、

生息域をカバーする管理

体制がある 

. 生息域をカバーする管理体

制が確立し機能している 

 

3.2.1.2 監視体制 

 評価対象の大型定置網は定置漁業権に基づく固定式の漁具であるため、免許のない者は操

業できない。府県の取締当局が監視業務にあたっている。休漁等については水揚げ港、市場

での漁協職員や関係漁業者等による監視も十分可能である。よって 5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺な

ど、部分的な監視に

限られている 

. 完璧とは言いがたい

が、相当程度の監視

体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 

 定置漁業権の行使の停止中に、あるいは漁業権に基づかず定置漁業を営んだ者は、漁業法

によって懲役または罰金に処せられる。また、海区漁業調整委員会等の指示に従わず、府県

知事等への異議申出に理由がないとき等にも懲役や罰金または拘留や科料に処せられる。漁

業に関する法令に違反したときには、知事は漁業権の取り消しや行使の停止を命ずることが

できる(漁業法)。2018年 12月の改正により罰則が強化された。罰則規定としては十分に有効

と考えられる。以上より 5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 

. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 

 定置漁業権は 5 年ごとに更新されるが、免許更新の際には各府県の海区漁業調整委員会に

内容が諮られる。各府県資源管理指針によって規定されている定置網への自主的な規制につ

いても、策定後 4 年を経過した次の年度に計画の内容が適切か否か等について専門的知識を

有するもの等が参加する資源管理協議会で評価・検証を行うとされる(水産庁 2011)。このた

め、5 年ごとではあるが管理施策の結果を見て順応的に次の取り組みを決めるシステムが構

築されていることから、4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を漁業管理

の内容に反映する仕組みがな

い 

. 順応的管理の仕組みが部

分的に導入されている 

. 順応的管理が十分

に導入されている 

 

3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 

3.3.1.1 資源利用者の特定 

 4 府県の定置網漁業については各府県知事からの免許により操業しており、評価対象とす

るすべての資源利用者は公的かつ明確に特定されている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 

 各府県の定置網漁業について、そのほとんどが各府県の定置漁業協会を組織しており(日

本定置漁業協会 2020)、地元の漁業協同組合にも所属している。府県定置漁業協会の上部組

織は日本定置漁業協会、大日本水産会である。府県漁業協同組合(福井県は漁業協同組合連

合会)の上部組織は全国漁業協同組合連合会となる。すべての漁業者は漁業者組織に所属し

ており、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 
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3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 

 日本定置漁業協会は水産資源の管理の強化等を指導する事業を有しており、実際にクロマ

グロでは管理の強化等を指導している(日本定置漁業協会 2021)。また、石川県、福井県、京

都府等の定置漁業者が組織する日本海定置漁業連絡協議会では隔年で日本海定置漁業振興大

会を開催しており、技術的な研修を実施し、漁業管理に関する大会決議、要望等を取りまと

めている(水産経済新聞 2018)。これらのことから、漁業者組織が管理に強い影響力を有して

いると考えられ、5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 

 

3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 

 石川県漁業協同組合では秋季のプライドフィッシュとしてサワラを設定し、主に定置網漁

業で漁獲され、漁獲後すぐに氷で冷却し、鮮度の保持に努めている魚種として推奨している

(全国漁業協同組合連合会 2020b)。評価対象府県の漁業協同組合、漁業協同組合連合会の取

り組みとして、石川県漁業協同組合では、販売、購買事業のほか、水揚げ物のブランド化事

業を行っている(JF 石川 2020)。京都府漁業協同組合、JF しまねでは、購買、販売、製氷冷蔵、

指導等の事業を行っている(京都府漁業協同組合 2020, JF しまね 2006)。福井県漁連では販売、

加工等を行っている(福井県漁連 2020)。以上のとおり各府県の漁業者組織は個別の漁業者で

は実施が困難な経営上の活動を実施し水産資源の価値を最大化している。漁業構造改革総合

対策事業においては、福井県漁業協同組合連合会(2018)は収益性改善の実証事業として福井

県地域プロジェクト改革計画を、石川県漁業協同組合(2014)は収益性改善の実証事業として

能都地域プロジェクト改革計画を、京都府漁業協同組合連合会(2011)は抜本的構造改革とし

て舞鶴市地域プロジェクト改革計画を主導した。これらのように、漁業者組織が全面的な活

動を展開していると評価し、5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 

3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 

 大型定置網については各府県の資源管理指針に基づき自主的管理に取り組んでおり(石川

県 2014, 福井県 2018, 京都府 2019, 島根県 2015)、関連する会合が必要である。また漁業管理
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に関する地元漁業協同組合内、定置漁業協会での会合も開催されている。会議日数は年間 12

日を越えるのではないかと考えられる。以上より 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 

 公的管理としては、大型定置網による漁業である定置網漁業に関しては各府県の海区漁業

調整委員会への適切な参画が問題となる。各府県の海区漁業調整委員は選挙により選出され

(立候補者が定員を超えない無投票を含む)､定置網漁業者や漁業者が所属する漁業協同組合

(連合会)役員が参画してきた(石川県 2016, 福井県 2021, 京都府 2016, 島根県 2016)。改正漁業

法のもとでは、2021 年 4 月より、府県知事が議会の同意を得て任命した委員により構成され

るようになった。候補者は、漁業に関する識見を有し職務を適切に行うことができる者で、

委員要件を満たす漁業者・漁業従事者が推薦、応募により公募される。このため、漁業関係

者の主体的参画とみなされる。この各府県委員に、前回と同様に定置漁業関連の委員も任命

されている(石川県 2021, 京都府 2021b, 島根県 2021b,c)。また、サワラを含む魚種について資

源管理のロードマップ等を協議する水産政策審議会資源管理分科会には、日本定置漁業協会

や全国漁業協同組合連合会の役員が委員として、京都府定置漁業協会の役員も特別委員とし

て出席している(水産庁 2021)。このため、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 

 大型定置網に関して基本的には、都道府県別に漁業管理に取り組んでいる。各府県の海区

漁業調整委員会には学識経験者、公益代表委員が参画してきており、改正漁業法下では学識

経験者、利害関係を有しない者が参加している(石川県 2021, 福井県 2021, 京都府 2021b, 島根

県 2021b,c)。また各府県には漁業者に加え、遊漁者、海洋性レクリエーション代表が参画す

る海面利用協議会が設置されており(水産庁 1994, 石川県 2020b, 福井県 1996, 島根県 2019)、

漁業と海洋性レクリエーションとの海面利用や海面における漁業と遊漁との調整に関する事

項の調査・検討を行っている。サワラを含む魚種について資源管理のロードマップ等を協議

する水産政策審議会資源管理分科会には、委員として大学研究者、特別委員として水産や港

湾の海事産業で働く船員等で組織する労働組合、水産物持続的利用のコンサルタント等も参

画している(水産庁 2021)。以上より 5 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害関係

者は存在するが、実質

上関与していない 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係者が存在

しないか、ほぼすべての主要な

利害関係者が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 

 資源管理指針に従い作成された資源管理計画については、計画(Plan)、実施(Do)､評価

(Check)､改善(Act)の PDCA サイクルを着実に実施することを通じて、漁業や資源を取り巻く

状況等に応じた適切な資源管理の推進を図ることとされた。その評価・検証状況は資源管理

計画一覧に纏められている(水産庁 2020e)。資源管理計画は指針に基づき、関係漁業者が魚

種または漁業種類ごとに、各々の自主的な取り組みを基本として作成することとし、① 策定

後4年を経過した翌年度に、各資源管理計画に基づく資源管理措置の実施により資源の維持･

回復等の効果が見られるかどうか、その資源管理措置が適切かどうか等につき、評価・検証

する。② 評価・検証は、外部有識者(漁業や資源管理についての専門的知識を有する者等)が

参加する資源管理協議会が実施する。③ 指標は、対象魚種の資源量や単位努力量当たり漁獲

量(CPUE)の経年的な動向を基本とし、現時点で資源量や CPUE の把握が難しい魚種や漁業種

類についても、漁獲努力量及び漁獲量等の経年的な変化を組み合わせた定量的な資源動向を

把握できるよう必要なデータ収集・蓄積等の体制整備を図る。④ 評価・検証の結果を踏まえ、

資源管理計画の目標、管理措置の内容等の見直し、改善を図るとともに、資源管理措置を講

ずる漁業者及び関係団体への周知徹底を図るとされている(水産庁 2018)。無論、計画の参画

漁業者は結果の自己評価・検証は行うであろうし、資源管理・漁業経営安定対策のためにも

外部からの参画が必要であろうが、資源管理措置を講ずる漁業者及び関係団体が資源管理協

議会における評価・検証、目標や管理措置の見直しに参画できておらず、PDCA サイクルを

回す本来の趣旨に沿っていないのではないかと危惧される。このため、特定の関係者の機構

において協議は十分に行われていないと評価し、2 点を配点する。なお、資源管理計画は自

主的管理をより効果的なものとするために資源管理協定に順次移行することとなっている

(水産庁 2020f)。 

1点 2点 3点 4点 5点 

意思決定機

構が存在せ

ず、施策に

関する協議

もなされて

いない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者をメ

ンバーとする意思

決定機構は存在

し、施策の決定と

目標の見直しがな

されている 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構成

メンバーとする意

思決定機構が存在

し、施策の決定と

目標の見直しが十

分になされている 
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3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 

 本系群では、種苗放流は行われていないので評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

コストに関する透明性

は低く、受益者の公平

な負担に関する検討は

行われていない 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する

透明性が高く、

受益者が公平に

負担している 
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